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まつばら市議会だより （ザ・議会） 

松
原
市
民
松
原
図
書
館
に
係
る 

指

定

管

理

者

の
指

定

に
つ
い
て 

松
原
市
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
候
補
者
選
定
委
員
会
の

審
議
を
経
て
候
補
者
と
し
て
選
定
さ
れ
た
Ｔ
Ｒ
Ｃ
松
原
グ

ル
ー
プ
を
松
原
市
民
松
原
図
書
館
の
指
定
管
理
者
と
し
て

指
定
す
る
も
の
。 

問 

業
者
選
定
の
際
に
ど
の
よ
う
な
図
書
館
の
ビ
ジ
ョ
ン

を
業
者
に
求
め
た
の
か
。
ま
た
、
事
業
内
容
の
ど
ん
な
点

を
評
価
し
て
今
回
の
業
者
が
選
ば
れ
た
の
か
そ
の
理
由
に

つ
い
て 

答 

幼
い
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
の
方
ま
で
多
く
の
市
民
が

そ
れ
ぞ
れ
の
ス
タ
イ
ル
に
あ
っ
た
活
用
が
で
き
る
図
書
館

を
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
た
提
案
を
求
め
た
。
今
回
の
業
者
は
松

原
市
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
理
解
し
て
お
り
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ

あ
ふ
れ
る
お
も
て
な
し
を
重
視
す
る
等
の
提
案
を
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
ゆ
っ
く
り
と
く
つ
ろ
げ
る
環
境
づ
く
り
の
提

案
も
あ
り
高
く
評
価
し
た
。  

問 

よ
り
良
い
提
案
を
得
る
た
め
に
、
募
集
内
容
や
期
間

等
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
点
を
考
慮
し
て
募
集
を
し
た
の

か
。  

 

答 

求
め
る
コ
ン
セ
プ
ト
を
提
示
し
、
で
き
る
だ
け
多
く
の

企
業
か
ら
よ
り
良
い
提
案
を
い
た
だ
け
る
よ
う
、
募
集
期

間
に
つ
い
て
は
、
３
月
30
日
か
ら
５
月
７
日
ま
で
の
50
日

間
と
し
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
指
定
管
理
の
情
報
サ
イ
ト
に

よ
り
周
知
し
た
。 

問 

選
考
項
目
基
準
や
配
点
基
準
の
有
無
、
選
定
委
員
会

や
幹
事
会
の
詳
細
、
選
定
委
員
会
で
議
論
と
な
っ
た
こ
と

に
つ
い
て  

答 

基
準
に
つ
い
て
は
、
選
定
委
員
会
で
募
集
要
項
等
を
作

る
中
で
決
定
し
た
。
選
定
委
員
会
は
副
市
長
、
市
長
公
室

議 案 の 質 疑 に つ い て は 以 下 の と お りで す！ 

令
和
元
年
度
松
原
市
一
般
会
計 

補

正

予

算

（

第

１

号

） 

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業 

問 

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業
の
対
象
者
数
に
つ
い
て  

答 

対
象
者
は
低
所
得
者
世
帯
（非
課
税
者
）及
び
０
歳
～
２

歳
の
子
育
て
世
帯
で
、
低
所
得
者
世
帯
で
は
３
万
１
０
０
０

人
、
０
歳
か
ら
２
歳
の
子
育
て
世
帯
で
は
２
０
０
０
人
と
な
っ
て

い
る
。  

長
、
総
務
部
長
、
教
育
総
務
部
長
、
学
識
経
験
者
２
名
で

構
成
さ
れ
て
い
る
。
幹
事
会
は
指
定
管
理
者
候
補
者
の
選

定
業
務
を
所
管
す
る
部
の
職
員
、
そ
の
他
関
連
す
る
部
の

職
員
を
入
れ
た
５
名
で
構
成
。 

議
論
と
な
っ
た
内
容
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
か
ら

提
出
さ
れ
た
提
案
書
を
見
な
が
ら
、
幹
事
会
で
の
各
項
目

の
評
価
内
容
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
。 

（そ
の
他
の
質
疑
） 

▽
指
定
管
理
候
補
者
を
は
じ
め
と
し
た
応
募
企
業
の
提
案

内
容
に
つ
い
て 

▽
指
定
管
理
候
補
者
の
選
定
に

伴
う
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
の
や
り
方
に

つ
い
て 

▽
障
害
者
、
高
齢
者
等
に
か
か
る

サ
ー
ビ
ス
の
提
案
内
容
の
有
無
に

つ
い
て 

 

市
民
図
書
館
管
理
運
営
事
業 

問 

新
図
書
館
の
年
間
運
営
経
費
の
債
務
負
担
行
為
に
係

る
積
算
金
額
と
今
回
の
補
正
後
の
額
と
の
差
異
に
つ
い
て  

答 

主
に
人
件
費
及
び
シ
ス
テ
ム
費
が
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
る
。  

問 

何
を
基
準
に
精
査
・評
価
を
し
て
補
正
予
算
の
金
額
を

決
定
し
た
の
か
。 

答 

業
者
が
出
し
て
き
た
金
額
が
妥
当
か
ど
う
か
、
選
定
委

員
会
の
中
で
精
査
し
て
い
る
。
特
に
、
施
設
、
設
備
、
備
品
、

維
持
管
理
、
事
故
対
策
、
災
害
対
応
等
総
合
的
に
判
断
し

計
上
し
た
。  

問 

補
正
予
算
の
積
算
根
拠
に
つ
い
て  

答 

業
者
か
ら
の
収
支
計
画
の
提
案
に
よ
り
積
算
し
て
い
る
。 

（そ
の
他
の
質
疑
） 

▽
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
に
つ
い
て
対
象
者
全
員
分
を
予
算

計
上
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
。 

▽
ブ
ロ
ッ
ク
塀
改
修
事
業
の
概
要
及
び
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
安
全

確
認
に
つ
い
て 

▽
ブ
ロ
ッ
ク
塀
改
修
事
業
の
完
了
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て 

▽
新
図
書
館
と
現
図
書
館
の
維
持
管
理
費
の
比
較
に
つ
い
て 

▽
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の
対
象
者
へ
の
周
知
及
び
購
入
方

法
に
つ
い
て 

▽
今
年
度
に
限
り
国
が
交
付
す
る
子
ど
も
・子
育
て
支
援

臨
時
交
付
金
の
具
体
的
内
容
及
び
令
和
２
年
４
月
１
日
以

降
の
本
市
の
対
応
に
つ
い
て 

▽
保
育
所
の
主
食
・副
食
費
に
係
る
保
護
者
の
負
担
に
つ
い
て 
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▽
土
木
費
国
庫
補
助
金
を
道
路
整
備
債
に

積
み
替
え
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て 

▽
今
後
、
市
債
へ
積
み
替
え
た
分
の
補
助
金
を

ど
の
よ
う
に
国
に
対
し
て
要
望
し
て
い
く
の
か 

▽
国
民
健
康
保
険
事
業
に
お
け
る
国
庫
支

出
金
の
減
少
を
府
費
と
一
般
財
源
で
賄
う

こ
と
に
つ
い
て 

平
成

30

年
度
松
原
市
一
般 

会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
） 

専

決

処

分

の

承

認

を 

求

め

る

こ

と

に

つ
い

て 

※
議
員
（
委
員
）
の
質
疑
内
容
を
掲
載
し
た
も

の
で
あ
り
、
答
弁
を
含
む
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
経
由
し
て
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
で
視
聴
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。 

議 案 質 疑 の つ づ き 

▽
補
正
予
算
の
詳
細
に
つ
い
て 

▽
今
回
の
納
付
金
の
中
に
子
ど
も
医
療
費
助
成

へ
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
は
含
ま
れ
て
い
る
の
か 

▽
事
務
費
の
基
準
に
つ
い
て 

▽
国
民
健
康
保
険
の
府
内
統
一
化
に
よ
り

給
付
費
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
分
と
し
て
負
担
し

な
い
と
い
け
な
い
内
容
に
つ
い
て 

▽
市
独
自
減
免
制
度
の
検
討
に
つ
い
て 

平
成
30
年
度
松
原
市
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）専
決
処
分
の
承
認
を

求

め

る

こ

と

に

つ
い

て 

令和元年第１回定例会に付議された 

議案等の議決結果は以下のとおりです。 

大
堀
・
小
川
財
産
区
管
理
委
員 

の
選
任
に
つ
い
て 

（
議
案
第
10
号
及
び
第
11
号
） 

▽
一
定
条
件
下
で
の
人
選
が
難
し
い
中
、
今

後
の
対
応
に
つ
い
て 

▽
財
産
区
に
お
い
て
、
常
に
チ
ェ
ッ
ク
機
能
が

働
く
よ
う
な
仕
組
み
づ
く
り
が
必
要
で
は

な
い
か
。 

松
原
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を 

改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

▽
今
回
の
条
例
改
正
に
よ
り
保
険
料
が
減

と
な
る
そ
の
具
体
的
内
容
、
改
正
対
象
の

第
１
段
階
、
第
２
段
階
、
第
３
段
階
そ
れ
ぞ

れ
に
属
す
る
被
保
険
者
数
及
び
改
正
対

象
の
所
得
区
分
が
第
１
段
階
か
ら
第
３
段

階
ま
で
と
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て 

▽
第
４
段
階
以
降
の
低
所
得
者
の
負
担
軽

減
に
対
す
る
市
の
見
解
に
つ
い
て 

▽
低
所
得
者
の
保
険
料
軽
減
措
置
に
対
し

て
国
２
分
の
１
、
府
２
分
の
１
、
市
４
分
の
１

の
割
合
で
財
源
措
置
さ
れ
る
が
、
市
負
担

分
と
し
て
介
護
保
険
特
別
会
計
か
ら
の
持

ち
出
し
に
つ
い
て 

令和元年第２回 

定例会は、 

９月９日（月）より 

開会します。 

詳しくは８ページ

をご覧ください！ 

                

                会派・議員名 

   

  議   案      

公明党 自由民主党 日本共産党 
大阪 

維新の会 

まつばら 

未来 

結 果 
依
田
眞
美
子 

河

内

 

徹 

中

尾

良

作 

三
重
松
清
子 

中

田

靖

人 

篠

本

雄

嗣 

紀

田

 

崇 

池

内

秀

仁 

植

松

栄

次 

野
口
真
知
子 

福

嶋

光

広 

森

田

夏

江 

田

中

厚

志 

鍋

谷

 

悟 

平

野

良

子 

河

本

晋

一 

松

井

育

人 

令和元年度松原市一般会計補正予算（第１号）  〇 〇  〇 － 〇  〇  〇  〇  ×  ×  ×  × ×  〇  ×  〇  〇  可 決 

松原市民松原図書館に係る指定管理者の指定について 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 × × × × × 〇 × 〇 〇 可 決 

○平成３０年度松原市一般会計補正予算（第６号）専決処分の承認を 

   求めることについて 

○平成３０年度松原市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）専決  

    処分の承認を求めることについて 

○松原市市税条例等の一部を改正する条例(平成３１年条例第１１号) 

    専決処分の承認を求めることについて 

○松原市都市計画税条例の一部を改正する条例（平成３１年条例第  

  １２号)専決処分の承認を求めることについて 

○市道管理に係る損害賠償の額を定める専決処分の承認を求めるこ  

  とについて 

○令和元年度松原市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）専決  

  処分の承認を求めることについて 

 

○松原市市税条例の一部を改正する条例制定について 

○松原市介護保険条例の一部を改正する条例制定について 

○松原市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正す 

  る条例制定について 

○松原市火災予防条例の一部を改正する条例制定について 

○教育長の任命について 

○教育委員会委員の任命について 

○農業委員会委員の任命について 

○大堀財産区管理委員の選任について 

○小川財産区管理委員の選任について 

○松原市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について 

○「労働者協同組合法案」の早期制定を求める意見書 

○児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書  

議長（三重松清子・公明党）は通常採決には加わりません。 
賛否同数の時のみ可否を決定します。 
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問 

水
害
対
応
に
つ
い
て 

答 

雨
に
強
い
ま
ち
づ
く
り

を
重
点
施
策
と
し
て
位
置

づ
け
雨
水
対
策
に
取
り
組

ん
で
い
る
。 

問 

別
所
地
区
の
雨
水
対

策
の
現
状
に
つ
い
て 

答 

浸
水
不
安
解
消
の
た

め
、
上
流
域
水
路
の
各
所
か

ら
雨
水
排
水
を
分
散
さ
せ
、

下
流
域
の
排
水
量
を
軽
減

す
る
工
事
を
平
成
30
年
度

か
ら
２
カ
年
で
実
施
し
、
今

年
度
末
の
完
成
に
向
け
進

め
て
い
る
。 

問 

河
川
監
視
カ
メ
ラ
を
有

効
に
使
え
る
よ
う
に
で
き

な
い
か
？ 

答 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
河

川
の
画
像
を
確
認
で
き
る

こ
と
を
広
報
等
で
周
知
し

て
い
き
た
い
。 

 

 

問 

教
職
員
の
現
状
と
課
題 

答 

学
校
に
求
め
ら
れ
る

役
割
の
拡
大
に
よ
り
多
種

多
様
な
業
務
に
追
わ
れ
、
教

職
員
の
教
育
指
導
に
係
る

時
間
の
確
保
が
困
難
な
状

況
に
あ
り
、
教
育
指
導
体
制

の
充
実
が
重
要
と
考
え
る
。 

問 
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
業

務
に
追
わ
れ
て
い
る
の
か
？ 

答 

授
業
以
外
に
授
業
の
準
備

等
の
事
務
作
業
、
保
護
者
対

応
、Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
、地
域
と
の
連

携
、
通
学
路
の
安
全
確
保
、
見

回
り
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。 

問 

残
業
時
間
に
つ
い
て 

答 

平
成
30
年
度
の
月
平
均

は
小
学
校
が
52
・１
時
間
（前

年
度
比
２
・７
時
間
減
）、
中
学

校
は
79
・１
時
間
（前
年
度
比

２
・
１
時
間
減
）
と
な
る
。 

問 

教
師
の
仕
事
量
は
一
学

級
あ
た
り
の
生
徒
数
に
比

例
す
る
の
か
？ 

答 

業
務
に
よ
っ
て
は
比
例

す
る
。 

問 

児
童
の
公
平
な
教
育

環
境
を
確
保
す
る
た
め
に

も
教
員
や
専
門
家
の
配
置

を
府
へ
要
望
す
べ
き
で
は
？ 

答 

今
後
も
引
き
続
き
要

望
し
て
い
く
。  

  

      

問 

日
本
一
高
い
国
保
料

に
対
し
、
負
担
軽
減
を
求

め
て
き
た
市
民
の
要
望
は
、

こ
の
間
、
市
長
会
を
通
じ

て
国
や
府
に
出
さ
れ
て
き

た
要
望
書
の
内
容
と
ほ
ぼ

一
致
し
た
も
の
に
な
っ
て

お
り
、
制
度
疲
労
を
起
こ

し
て
い
る
こ
と
の
認
識
は

同
じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
国
・

府
の
責
任
で
負
担
軽
減
を

行
う
よ
う
求
め
る
と
と
も

に
、
こ
れ
を
待
た
ず
に
市

独
自
に
減
免
制
度
復
活
や

均
等
割
軽
減
を
行
う
べ
き

だ
が
？  

答 

国
庫
負
担
割
合
の
引

き
上
げ
や
新
た
な
財
政
支

援
な
ど
、
国
や
府
に
対
し

要
望
し
て
い
る
。
累
積
赤

字
を
多
額
に
抱
え
る
本
市

は
、
制
度
の
継
続
的
、
安

定
的
な
運
営
が
最
重
要
課

題
で
、
大
阪
府
の
運
営
方

針
に
そ
っ
た
形
で
進
め
て

い
く
。
均
等
割
の
独
自
減

免
は
、
国
に
お
い
て
制
度

化
す
る
こ
と
を
基
本
に
府

へ
減
免
制
度
の
構
築
に
つ

い
て
も
要
望
し
て
い
く
。 

問 

市
に
要
望
す
る
た
め

の
会
議
や
署
名
活
動
を

「
悪
」
と
し
た
公
共
施
設

利
用
制
限
は
、
２
年
前
裁

判
で
憲
法
違
反
と
し
て
断

罪
さ
れ
た
。
し
か
し
、
今

日
も
利
用
制
限
が
あ
る
。

署
名
や
政
治
活
動
は
憲
法

で
保
障
さ
れ
て
お
り
、
基

本
的
人
権
と
憲
法
の
理
念

に
則
っ
た
運
営
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
市
の
認
識

を
問
う
。 

答 

公
務
員
な
の
で
、
憲

法
を
初
め
、
法
令
遵
守
は

当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
公

民
館
の
件
は
、
利
用
者
に

対
す
る
説
明
が
不
十
分
で

あ
っ
た
た
め
、
直
ち
に
訂

正
を
し
、
適
正
に
利
用
い

た
だ
い
て
い
る
。
ま
つ
ば

ら
テ
ラ
ス
に
お
い
て
署
名

活
動
が
で
き
な
い
と
い
う

よ
う
な
発
言
が
あ
っ
た
と

聞
い
て
い
る
が
、
事
実
は

確
認
で
き
て
い
な
い
。
今

後
も
引
き
続
き
法
令
や
条

例
規
則
に
基
づ
い
た
適
正

な
運
用
で
対
応
し
て
い
き

た
い
。 

  

      

   

若
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
ツ
ー
ル
は
※1

Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
移

行
し
電
話
や
対
面
は
時
代

に
合
わ
な
い
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
相
談

を
実
施
す
る
自
治
体
が
増

え
有
効
性
も
認
識
さ
れ
て

い
る
。
対
面
相
談
で
は
相

談
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
き
れ

て
い
な
い
。
相
談
者
が
気

軽
に
身
近
な
ツ
ー
ル
で
相

談
で
き
る
方
法
も
導
入
す

べ
き
。 

問 

Ｓ
Ｎ
Ｓ
相
談
の
意
義
を

ど
う
感
じ
て
い
る
か
？ 

答 

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
気
軽
さ
が

相
談
の
し
や
す
さ
に
有
効

で
あ
る
と
考
え
る
。 

問 

相
談
体
制
が
複
雑
で

窓
口
が
わ
か
り
に
く
い
が
、

現
状
と
相
談
の
目
的
は
？ 

答 

現
在
は
相
談
窓
口
を

７
つ
設
置
し
て
お
り
、
子

育
て
の
不
安
や
負
担
を
相

談
す
る
こ
と
で
不
安
感
の

解
消
に
つ
な
げ
て
も
ら
う

こ
と
が
目
的
と
考
え
て
い
る
。 

問 

Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
た

「
子
育
て
総
合
相
談
」
を

実
施
し
て
ほ
し
い
。
窓
口
の

一
元
化
と
し
て
も
有
効
。 

答 

先
駆
的
に
実
施
し
て

い
る
他
市
の
状
況
等
を
確

認
し
、
ど
の
よ
う
に
実
施

す
べ
き
な
の
か
を
具
体
的

に
検
討
し
て
い
く
。 

  

問 

地
区
防
災
計
画
の
策

定
が
計
画
に
あ
る
の
に
進

ん
で
い
な
い
。
自
主
防
災

組
織
主
導
で
地
区
ご
と
に

策
定
を
進
め
る
支
援
を
。 

答 

市
と
し
て
自
主
防
災

組
織
で
の
地
区
防
災
計
画

の
策
定
が
広
が
っ
て
い
く

よ
う
支
援
し
て
い
き
た
い
。 

問 

地
域
の
防
災
活
動
を

促
進
す
る
た
め
に
「
ヒ
ト
・

モ
ノ
・
カ
ネ
」
の
支
援
で
共

助
が
で
き
る
環
境
整
備
を
。 

答 

防
災
資
機
材
購
入
費

や
防
災
活
動
費
の
助
成
、

防
災
協
議
会
の
研
修
会
の

開
催
、
自
主
防
災
組
織
育

成
の
支
援
等
、
市
や
地
元

の
方
に
と
っ
て
最
良
な
方

法
を
研
究
し
て
い
き
た
い
。 

本定例会では以下の議員が個人質問されました！ 

自由民主党 

紀田 崇 

日本共産党 

森田 夏江 

大阪維新の会 

平野 良子 

水

害

対

策 
教

育

現

場

の

課

題 

「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
子
育
て
総
合
相

談
」
の
実
施
で
い
じ
め
・ 

虐

待

・
Ｄ
Ｖ
防

止

を 

災
害
時
に
共
助
が
で
き
る

環
境
を
ま
ず
整
え
て 

※1

Ｓ
Ｎ
Ｓ
＝
ソ
ー
シ
ャ
ル
・ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・サ
ー
ビ
ス
の
略 
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問 

行
動
計
画
タ
イ
ム
ラ
イ

ン
に
対
す
る
考
え
方
と
現

在
の
状
況
は
？ 

答 

避
難
す
る
た
め
の
十

分
な
時
間
を
確
保
し
、
明

る
い
う
ち
か
ら
避
難
が
で

き
る
よ
う
避
難
所
を
開

設
。
今
年
度
か
ら
防
災
ア

プ
リ
を
活
用
し
避
難
所
開

設
情
報
を
発
信
す
る
。 

問 

高
齢
者
や
幼
い
子
ど
も

の
い
る
家
庭
で
避
難
せ
ず

災
害
に
巻
き
込
ま
れ
た
と

い
う
ケ
ー
ス
が
他
市
で
あ
っ

た
が
、
本
市
の
考
え
は
？ 

答 

隣
近
所
の
よ
い
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
命
を
守
る
こ

と
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と

を
呼
び
か
け
て
い
く
。 

問 

危
機
管
理
組
織
や
災
害

情
報
シ
ス
テ
ム
の
強
化
が
重

要
と
考
え
る
が
ど
う
か
？ 

答 

防
災
プ
ラ
ネ
ッ
ト
職
員

の
人
的
体
制
の
強
化
を
検

討
。
災
害
情
報
シ
ス
テ
ム
は
、

気
象
庁
等
関
係
機
関
と
の
連

携
を
密
に
し
、
住
民
の
主
体

的
な
避
難
行
動
を
促
す
。 

 

問 

高
齢
者
の
運
転
免
許

証
自
主
返
納
に
つ
い
て
、
移

動
環
境
の
確
保
と
支
援
制

度
の
充
実
の
考
え
は
？ 

答 

高
齢
者
講
習
の
実
施

や
高
齢
者
の
交
通
安
全
に

つ
い
て
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を

啓
発
し
、
運
転
免
許
証
の

自
主
返
納
に
つ
い
て
も
周
知

を
図
っ
て
い
る
。 

問 

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢

者
対
策
の
方
向
性
は
？ 

答 

今
後
増
え
る
だ
ろ
う

認
知
症
の
対
策
と
し
て
、
認

知
症
初
期
集
中
支
援
事
業

の
実
施
。
ま
た
、
認
知
症
の

見
守
り
の
担
い
手
の
養
成

に
力
を
入
れ
て
取
り
組
む
。

高
齢
者
相
談
窓
口
の
周
知

拡
大
を
行
う
。 

問 

高
齢
者
が
孤
独
化
し
な

い
取
り
組
み
、
サ
ー
ビ
ス
は

有
る
の
か
？ 

答 

で
き
る
だ
け
外
に
出
か

け
る
こ
と
で
、
閉
じ
こ
も
り

予
防
に
な
る
介
護
予
防
事

業
・
元
希
者
カ
フ
ェ
・老
人

ク
ラ
ブ
の
一
人
暮
ら
し
の

方
へ
の
訪
問
活
動
を
実
施

し
、
今
後
も
続
け
て
い
く
。 

  

      

問 

全
小
中
学
校
に
お
い

て
、
児
童
生
徒
た
ち
の
安

心
安
全
な
環
境
を
さ
ら
に

進
め
る
為
に
※1

Ｉ
Ｓ
Ｓ
が
展

開
さ
れ
て
い
る
が
、
今
後

の
事
前
指
導
、
認
証
等
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
？ 

答 

松
原
中
学
、
第
三
、

第
六
中
学
校
区
の
10
校

が
令
和
２
年
１
月
に
事
前

指
導
を
受
け
る
予
定
。
第

四
、
第
七
中
学
校
区
の
６

校
は

11

月
に
現
地
審
査

を
行
う
予
定
で
、
認
証
と

な
れ
ば
令
和
２
年
１
月
に

認
証
式
を
予
定
。 

問 

Ｉ
Ｓ
Ｓ
の
取
り
組
み
を

行
う
上
で
、
地
域
と
の
協

働
が
大
切
と
言
わ
れ
る

が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
事
を
行
っ
て
い
る
か
？ 

答 

地
域
の
安
全
マ
ッ
プ

で
子
ど
も
と
大
人
が
一
緒

に
危
険
箇
所
を
確
認
し
て

対
策
を
立
て
る
等
の
取
り

組
み
を
行
っ
て
い
る
。 

問 

地
域
と
の
協
働
を
進

め
て
行
く
こ
と
で
、
得
ら

れ
た
効
果
は
？ 

答 

中
学
生
が
小
学
校
の

門
に
立
ち
、
挨
拶
運
動
し

て
い
る
様
子
を
見
て
地
域

の
方
が
一
緒
に
参
加
さ
れ

る
な
ど
の
効
果
が
あ
っ
た
。 

問 

逆
に
課
題
と
し
て
ど

の
様
な
も
の
が
あ
る
か
？ 

答 

Ｉ
Ｓ
Ｓ
の
新
し
い
取
り

組
み
情
報
を
ど
う
地
域
へ

周
知
す
る
か
が
課
題
。 

問 

学
校
で
の
様
々
な
取

り
組
み
を
進
め
る
上
で
、

町
会
や
地
域
と
の
相
互
の

情
報
共
有
が
重
要
と
思
わ
れ

る
が
取
り
組
み
内
容
は
？ 

答 

地
域
の
様
々
な
団
体

の
会
議
や
懇
談
会
等
に
よ
り

情
報
共
有
を
行
っ
て
い
る
。 

問 

今
後
、
教
育
委
員
会

と
し
て
学
校
が
町
会
や
地

域
と
の
情
報
共
有
、
協
働

の
取
り
組
み
を
よ
り
一
層

進
め
る
為
に
、
何
が
必
要

か
？
新
た
な
取
り
組
み
と

し
て
は
ど
の
よ
う
な
事
を

考
え
て
い
る
か
？ 

答 

※2

Ｓ
Ｃ
の
特
に
共
助
が

大
事
。
Ｉ
Ｓ
Ｓ
の
取
り
組

み
も
町
会
や
地
域
と
連
携

し
、
見
守
り
隊
の
充
実
等

を
考
え
て
い
き
た
い
。 

  

      

  

問 

開
園
並
び
に
建
物
の

完
成
時
期
、
各
認
定
の
定

員
、
ク
ラ
ス
編
成
を
問
う
。 

答 

開
園
は
令
和
３
年
４

月
で
令
和
２
年
12
月
の
完

成
を
目
指
す
。
定
員
は
１

号
認
定
１
３
４
名
、
２
号
36

名
、
３
号
24
名
、
ク
ラ
ス
編

成
は
０
～
２
歳
児
が
各
１
ク

ラ
ス
、
３
～
５
歳
児
が
各
２

ク
ラ
ス
で
考
え
て
い
る
。 

問 

設
置
基
準
上
の
保
育

室
等
の
面
積
と
定
員
の
関

係
に
つ
い
て 

答 

基
準
よ
り
ゆ
と
り
を
持

た
せ
た
運
営
を
し
て
い
く
。 

問 

設
計
に
教
員
や
保
育

士
の
意
見
は
反
映
さ
れ
て

い
る
の
か
。
ま
た
、
年
間
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
や
方
針
は
ど

う
す
る
の
か
？ 

答 

日
々
の
保
育
等
の
動

き
を
考
慮
し
て
意
見
を
出

し
て
い
る
。
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど

も
園
教
育
・保
育
要
領
を
踏

ま
え
た
指
導
案
に
基
づ
き
、

地
域
性
や
特
色
を
生
か
し

園
長
が
決
定
し
て
い
く
。 

問 

安
全
対
策
は
？ 

答 

過
去
の
事
例
を
参
考

に
安
全
確
保
に
努
め
る
。 

問 

３
園
統
合
後
、
転
園

児
へ
の
配
慮
は
？ 

答 

園
児
に
負
担
が
な
い
よ

う
協
議
し
て
い
き
た
い
。 

 

問 

市
立
幼
稚
園
の
兼
務

園
長
に
つ
い
て
、
教
育
上
の

「
ね
ら
い
」
を
問
う
。 

答 

幼
稚
園
と
小
中
学
校
の

連
携
を
さ
ら
に
深
め
た
い
。 

 

問 

誘
客
の
目
標
値
や
そ

の
算
出
根
拠
を
問
う
。 

答 

目
標
値
は
３
万
７
７
４

６
人
で
年
間
２
％
の
増
加

率
で
算
出
し
て
い
る
。 

問 

誘
客
を
行
う
為
に
明

確
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
打
ち

出
す
べ
き
で
は
？ 

答 

何
が
観
光
誘
客
に
効
果

的
か
研
究
し
て
い
き
た
い
。 

問 

無
電
柱
無
電
線
化
に

も
取
り
組
む
べ
き
で
は
？ 

答 

新
し
い
技
術
、
国
や

府
の
動
向
に
注
視
し
、
研

究
し
て
い
き
た
い
。  

本定例会では以下の議員が個人質問されました！ 

公明党 

中尾 良作 

まつばら未来 

河本 晋一 

自由民主党 

中田 靖人 

避
難
行
動
を
促
す
取
り
組
み 

高
齢
者
施
策
に
つ
い
て 

観
光
事
業
の
推
進
に
つ
い
て 

兼

務

園

長

に
つ
い
て 

仮
称
ま
つ
ば
ら
南
認
定 

 

こ
ど
も
園
に
つ
い
て 

※1

Ｉ
Ｓ
Ｓ
＝
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ー
フ
ス
ク
ー
ル
の
略 

※2

Ｓ
Ｃ
＝
セ
ー
フ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
略 
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問 

公
共
交
通
の
脆
弱
な
地

域
の
存
在
の
認
識
を
問
う
。 

答 

地
域
に
よ
っ
て
は
鉄
道
駅

等
か
ら
少
し
離
れ
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
る
と
考
え
る
。 

  

問 

利
用
率
が
高
い
高
齢

者
の
利
用
し
や
す
い
環
境

整
備
、
近
年
の
運
転
手
不

足
に
よ
る
委
託
料
の
増
加

懸
念
か
ら
市
民
、
市
、
市

内
事
業
者
に
と
っ
て
メ
リ
ッ

ト
が
あ
る
運
用
へ
の
転
換

の
必
要
性
を
問
う
。 

答 

適
正
な
経
費
縮
減
に

努
め
る
と
と
も
に
、
市
民

ニ
ー
ズ
等
の
バ
ラ
ン
ス
を

図
り
な
が
ら
継
続
し
て
い

き
た
い
。
ま
た
、
医
療
や

高
齢
者
の
部
署
と
も
連
携

し
な
が
ら
、
検
討
し
て
い
く
。 

   

問 

通
学
路
や
園
児
の
散
歩

道
な
ど
交
通
事
故
危
険
箇
所

に
対
す
る
市
の
対
応
状
況
と

ゾ
ー
ン
30
の
内
容
と
周
知
方

法
を
問
う
。 

答 

道
路
管
理
者
を
は
じ
め

関
係
者
に
よ
る
点
検
等
を
行

い
、
必
要
に
応
じ
対
策
を
講
じ

て
い
る
。
ゾ
ー
ン
30

と
は
区

域
を
定
め
、
車
両
の
通
行
速

度
を
時
速
30
㎞
以
下
に
規
制

す
る
生
活
道
路
対
策
の
こ
と
。

警
察
か
ら
町
会
を
通
じ
周
知

し
て
お
り
、
今
後
は
Ｓ
Ｃ
の
交

通
安
全
対
策
委
員
会
と
も
協

力
し
、
町
会
連
合
会
を
通
じ

周
知
を
進
め
て
い
き
た
い
。 

  

問 

路
面
等
危
険
箇
所
の
早

期
修
繕
対
応
に
必
要
な
情
報

収
集
の
方
法
と
維
持
管
理
の

新
し
い
手
法
を
問
う
。 

答 

現
在
進
め
て
い
る
道
路

台
帳
の
電
子
化
に
よ
る
デ
ー

タ
の
蓄
積
に
よ
り
総
合
的
に

把
握
す
る
と
と
も
に
、
維
持

補
修
計
画
も
新
た
に
作
成

し
、
新
し
い
技
術
や
管
理
方

法
に
つ
い
て
、
ア
プ
リ
を
活
用

し
た
市
民
か
ら
の
情
報
提

供
も
含
め
研
究
し
て
い
く
。 

        

問 

必
要
な
台
数
が
確
保

さ
れ
ず
、
設
置
さ
れ
て
い
な

い
学
級
が
あ
る
こ
と
を
認

識
し
て
い
る
の
か
？  

答 

十
分
に
認
識
し
、
全
児

童
・
生
徒
が
い
ず
れ
か
の
教

室
に
入
っ
て
学
習
が
で
き
る

よ
う
取
り
組
ん
で
い
る
。 

問 

図
書
室
、
ラ
ン
チ
ル
ー

ム
、
音
楽
室
、
支
援
学
級
等

を
使
う
こ
と
に
よ
る
問
題

点
の
解
決
の
た
め
来
年
度

に
向
け
不
足
分
を
増
設
す

る
の
か
？  

答 

特
別
教
室
と
新
た
に

空
調
整
備
し
た
教
室
を
活

用
す
る
こ
と
に
よ
り
全
て
の

児
童
・生
徒
が
空
調
整
備
し

た
教
室
で
授
業
を
受
け
ら

れ
、
学
習
環
境
の
充
実
は
図

れ
て
い
る
。 

  

問 

中
学
校
全
員
給
食
を

実
施
し
て
い
る
自
治
体
は
？ 

答 

府
下
で
７
割
ぐ
ら
い
、

給
食
が
始
ま
っ
て
い
る
。 

問 

新
入
学
生
で
入
学
時

学
用
品
費
を
支
給
さ
れ
て

い
な
い
の
は
何
人
？ 

答 

未
支
給
者
は
小
学
生
で

58
人
、
中
学
生
で
１
６
５
人
。 

問 

府
下
の
入
学
時
学
用

品
費
支
給
の
現
状
は
？ 

答 

各
市
差
が
あ
る
が
本

市
と
し
て
今
は
現
状
が
ベ

タ
ー
と
考
え
る
。 

問 

教
師
の
時
間
外
労
働
の

推
移
と
現
状
は
？ 

答 

30
年
度
の
時
間
外
勤
務

の
月
平
均
は
小
学
校
は
52
・

１
時
間
、
29
年
度
と
の
比
較

は
２
・７
時
間
減
。
中
学
校
は

79
・１
時
間
、
２
・１
時
間
減
。 

  

問 

根
本
的
な
解
決
に
向
け

て
国
や
府
に
人
員
増
の
要

望
を
す
べ
き
だ
。 

答 

大
阪
府
及
び
国
の
ほ

う
へ
要
望
し
て
い
き
た
い
。

問 

幼
稚
園
の
エ
ア
コ
ン
設

置
の
現
状
は
？ 

答 
５
月
中
に
市
内
全
幼
稚

園
に
つ
い
て
設
置
が
完
了
し

て
い
る
。 

問 

ひ
さ
し
崩
落
事
故
の
再

発
防
止
策
は
？ 

答 

調
査
・現
場
確
認
を
行

い
修
繕
等
の
対
応
、
改
修
等

も
含
め
行
っ
て
い
く
。 

        

問 

※1

労
働
施
策
総
合
推

進
法
の
改
正
に
よ
り
、
パ

ワ
ハ
ラ
は
法
令
上
「
優
位

的
な
立
場
を
利
用
し
て
、

業
務
の
範
囲
を
超
え
て
の

激
し
い
叱
責
や
言
動
な
ど

で
、
相
手
の
人
格
と
尊
厳

を
侵
害
す
る
行
為
」
と
定

義
づ
け
ら
れ
、
具
体
的
な

事
例
（
案
）
も
出
さ
れ
て
い

る
が
、
本
市
で
の
実
態
把

握
は
？ 

答 

現
時
点
で
相
談
を
受

け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は

な
い
。
業
務
で
指
導
を
行

う
に
あ
た
っ
て
、
ど
こ
か
ら

が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
該
当

す
る
か
は
非
常
に
困
難
と

考
え
ら
れ
る
。
今
後
も
引

き
続
き
研
修
等
を
通
じ
て

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
対
す
る

関
心
と
理
解
を
深
め
て
い

き
た
い
と
考
え
る
。 

問 

来
年
４
月
か
ら
事
業

主
に
パ
ワ
ハ
ラ
防
止
の
た

め
に
必
要
と
な
る
措
置
が

義
務
付
け
ら
れ
る
が
、
本

市
の
対
応
は
？ 

答 

改
正
法
で
は
、
労
働

者
か
ら
の
相
談
体
制
の
整

備
や
相
談
者
等
へ
の
不
利

益
な
取
り
扱
い
の
禁
止
が

規
定
さ
れ
て
い
る
。
来
年

度
の
法
施
行
に
向
け
て
準

備
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。 

 

問 

本
市
と
し
て
の
パ
ワ
ハ

ラ
防
止
の
職
場
環
境
整
備

の
進
め
方
は
？ 

答 

今
回
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
の
定
義
や
防
止
対

策
の
強
化
を
目
的
と
し
た

相
談
窓
口
の
設
置
等
が
規

定
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま

え
、
職
員
研
修
の
内
容
を

改
正
法
の
趣
旨
に
即
し
た

も
の
へ
見
直
し
、
よ
り
一

層
健
全
な
職
場
環
境
の
整

備
に
努
め
る
。 

問 

不
燃
物
・
粗
大
ご
み
の

状
況
に
つ
い
て
、
Ｇ
Ｗ
中
の

ご
み
の
収
集
は
？ 

答 

通
常
ど
お
り
土
・
日 

曜
日
以
外
で
受
付
を
行
い
、 

Ｇ
Ｗ
明
け
は
過
去
の
繁
忙

期
の
デ
ー
タ
を
参
考
に
オ

ペ
レ
ー
タ
ー
を
増
員
し
対

応
し
た
。
収
集
体
制
に
つ
い

て
も
通
常
ど
お
り
日
曜
日

以
外
で
実
施
し
、
混
乱
な

く
対
応
で
き
た
。 

本定例会では以下の議員が個人質問されました！ 

自由民主党 

篠本 雄嗣 

日本共産党 

福嶋 光広 

日本共産党 

植松 栄次 

市
内
の
公
共
交
通
の
現
状

に
つ
い
て 

ぐ
る
り
ん
号
の
役
割
と 

 

利
用
状
況
に
つ
い
て 

市
内
の
事
故
危
険
箇
所
の 

把
握
状
況
と
安
全
対
策
に 

つ
い
て 

路
面
等
補
修
必
要
箇
所
の
把

握
状
況
と
対
策
に
つ
い
て 

入
学
時
学
用
品
費
の
支
給

を
一
日
も
早
く 

教
員
の
多
忙
化
解
消
に 

人
員
増
が
不
可
欠 

※1

労
働
施
策
総
合
推
進
法
＝
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
の
略 
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問 

西
大
塚
周
辺
に
住
ん
で

い
る
人
が
中
央
環
状
線
を
越

え
て
松
原
東
小
へ
避
難
す
る

の
は
困
難
で
あ
り
大
塚
高
校

へ
避
難
で
き
な
い
か
？ 

答 

府
立
高
校
に
つ
い
て

は
、
大
規
模
災
害
の
発
生
等

に
よ
り
市
内
小
中
学
校
の

指
定
避
難
所
へ
の
避
難
が
困

難
な
場
合
に
、
避
難
所
と
し

て
開
設
す
る
。 

  

問 

中
央
環
状
線
の
す
ぐ
東

側
の
踏
切
だ
が
、
踏
切
幅
と

北
側
道
路
も
広
く
な
ら
な

い
と
安
全
で
ス
ム
ー
ズ
な
通

行
が
で
き
な
い
の
で
は
？ 

答 

踏
切
の
北
側
に
お
け
る

用
地
確
保
や
近
鉄
等
関
係

機
関
と
の
協
議
が
と
と
の
い

次
第
、
周
辺
道
路
と
あ
わ
せ

た
踏
切
の
改
良
工
事
に
着

手
す
る
。 

  

問 

犬
の
飼
育
者
が
日
頃
の

習
慣
で
あ
る
犬
の
散
歩
を

兼
ね
た
パ
ト
ロ
ー
ル
で
あ

る
。
市
民
の
多
く
に
周
知
さ

れ
る
こ
と
で
隊
員
の
数
も
増

え
、
よ
り
安
全
な
見
守
り
パ
ト

ロ
ー
ル
に
な
る
の
で
は
？ 

答 
広
報
ま
つ
ば
ら
・
ツ
イ
ッ

タ
ー
・
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
で
周

知
を
し
て
お
り
、
今
後
に
お

い
て
も
市
民
の
皆
さ
ん
の
自

主
的
な
パ
ト
ロ
ー
ル
活
動
が

さ
ら
に
活
発
に
な
る
よ
う

防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
に
役
立
つ

情
報
を
発
信
す
る
。 

   

問 

統
一
選
挙
の
結
果
を
見

て
も
府
民
の
多
数
が
変
革
を

求
め
て
い
る
の
で
は
。
大
阪

都
構
想
に
参
画
す
る
か
し
な

い
か
は
、
市
民
の
多
く
が
望

む
方
向
へ
進
め
て
い
く
べ
き

だ
と
考
え
る
。 

答 

本
市
に
お
い
て
大
阪
都

構
想
に
対
す
る
大
阪
府
・
大

阪
市
の
動
向
を
注
視
し
、
適

切
な
対
応
に
つ
い
て
、
慎
重

に
研
究
・
検
討
を
進
め
る
。 

 

         

問 

赤
ち
ゃ
ん
の
駅
を
ス

タ
ー
ト
し
１
年
。
現
在
の
数

と
今
後
の
展
開
は
？ 

答 

現
在
43
カ
所
の
登
録
。

今
後
も
登
録
を
増
や
す
よ

う
努
め
る
。 

問 

松
原
市
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
等

調
査
に
つ
い
て
皆
さ
ん
の
声

を
ど
う
活
か
し
て
い
く
の
か
？ 

答 

調
査
結
果
を
踏
ま
え
、

内
容
を
精
査
し
、
計
画
に
反

映
し
て
い
く
。 

 

問 

介
護
予
防
事
業
や
※1

フ
レ
イ

ル
予
防
に
つ
な
が
る
も
の
は
？ 

答 

筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
教

室
や
う
た
体
操
、
元
希
者
カ

フ
ェ
の
開
催
等
を
し
て
い
る
。 

問 

フ
レ
イ
ル
状
態
を
予
防

す
る
為
に
、
今
後
の
新
た
な

取
り
組
み
や
方
向
性
は
？ 

答 

栄
養
、
運
動
、
社
会
参

加
を
柱
と
し
た
事
業
の
拡

充
を
図
っ
て
い
き
た
い
。 

 

問 

災
害
時
の
情
報
伝
達
手

段
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
？ 

答 

青
パ
ト
等
の
広
報
活

動
等
に
加
え
、
防
災
ア
プ

リ
も
導
入
。
今
後
も
情
報

発
信
力
の
強
化
に
努
め
る
。 

問 

学
校
で
の
災
害
発
生

時
の
対
策
は
？ 

答 

危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
の

整
備
や
訓
練
を
実
施
す
る

等
、
被
害
を
最
小
に
と
ど
め

ら
れ
る
よ
う
努
め
て
い
る
。 

 

問 

学
校
と
の
連
携
は
？ 

答 

学
校
へ
の
団
体
貸
し
出
し

等
を
実
施
。
指
定
管
理
者
の
ノ

ウ
ハ
ウ
を
活
用
し
た
新
た
な

取
り
組
み
等
に
よ
り
一
層
連

携
を
深
め
て
い
く
。 

問 

学
校
図
書
館
の
充
実
に
は

司
書
の
増
員
が
必
要
で
は
？ 

答 

司
書
の
よ
り
効
果
的

な
活
用
も
研
究
し
な
が

ら
、
増
員
も
検
討
し
て
い

き
た
い
。 

 
問 
子
ど
も
た
ち
に
計
画
を
理

解
し
て
も
ら
う
の
は
な
ぜ
？ 

答 

８
年
後
に
大
人
に
な

ろ
う
と
す
る
子
ど
も
た
ち

に
も
本
市
の
魅
力
を
知
っ

て
も
ら
い
、
住
み
た
い
と
感

じ
て
い
た
だ
き
た
い
。 
委員会協議会において以下の委員が一般質問を行いました！ 

本定例会では以下の議員が個人質問されました！ 

大阪維新の会 

鍋谷 悟 

公明党 

依田 眞美子 

問 障害福祉サービス利用者も６５歳になったら、介護保険に移行 

   しなければならないのか。   

答 国の通知により介護保険サービスのみでは必要なサービスを    

   確保できない場合や、障害福祉サービスの固有のサービスと認 

   められるサービスについては、障害福祉サービスを利用できるとされ  

   ており、本市においても通知に従い適切に運営しているところである。  

問  どうしても国の制度だから、６５歳になったときに障害から介護  

      のほうに移行しなければならないが、強制できるものではない。 

     松原市はどう考えるか。  

答  国の通知では、一律に介護保険サービスを優先的に利用する  

    のではなく、申請者個別の状況に応じ、申請者が必要としている    

          支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か判断す 

          るとなっている。重要なことは、サービスを必要とする人に必要な   

          サービスが適正に実施されることだと考えるので、今後においても、 

          高齢介護課と情報を共有しながら、適切なサービスの運用に努める。  

野口 真知子 委員 

問 地域の防災訓練は、毎年、小中学校・保育所・幼稚園の児童保   

     護者とともに実施すべき   

答 地域のつながりを今までも大切にしており、普段からの交流や連 

      携が災害時に大きな力を発揮するものと考える。今後、災害時  

     に協力体制が築けるような方法等を検討する。   

問 引き渡し訓練や一斉メール配信を学童・保育園まできめ細やか  

      にすべき  

答 地域・保護者とともに災害に備えることは重要と考える。引き渡し  

      訓練を実施している小学校もあるが、中学校についても引き渡し 

      訓練も含め災害対応について検討していきたい。また、一斉メー 

      ル配信について、今年度より小中学校を対象にメールによる子 

      どもの安否確認ができる環境を整えた。留守家庭児童会室につ 

      いては、保護者の連絡先を登録していただきメール配信ができ 

      るよう取り組んでいる。保育所・幼稚園については、今後研究し 

      て進めていきたい。  

森田 夏江 委員 

大
塚
高
校
を
避
難
所
と
し

て
開
放
で
き
な
い
か 

河
内
松
原
第
２
号
踏
切
の

進
捗
状
況
は 

わ
ん
わ
ん
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
の
周

知
に
つ
い
て 

大
阪
都
構
想
に
つ
い
て 

子
育
て
支
援
に
つ
い
て 

健
康
長
寿
の
増
進
に
つ
い
て 

防

災

対

策

に

つ
い
て 

市
民
図
書
館
に
つ
い
て 

第
五
次
総
合
計
画
に
つ
い
て 

※1

フ
レ
イ
ル
＝
運
動
機
能
や
認
知
機
能
等
が
低
下
し
、
慢
性
疾
患
の
併
存
等
に
よ
り
心
身
の
脆
弱
性
が
み
ら
れ
る
が
、
適
切
な
介
入
・支
援
に
よ
り
生
活
機
能
の
維
持
向
上
が
可
能
な
状
態 
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問 カーブミラーや路面表示を維持管理するにあたって、今までの  

     やり方と電子化を入れることによってダブルの目がある。庁内  

     連携をとって一つ一つ進めていっていただきたいがその点はど   

     うか。 

答 危険の芽をできるだけ未然に多く摘み取ることが安全につなが 

     ると考える。今後も新しいツール等十分に活用し、適正な維持 

     管理、安全対策に努めていく。  

問 高見ノ里駅のバリアフリー化工事で、特に朝、学生が多くたま 

     るたまり場の安全対策はどうなっているのか。  

答 階段を降りたところは近鉄の敷地になるが、安全対策について 

      は、現状現場を確認しながら必要に応じて、近鉄に申し入れを 

      行っていく。  

問 松原ポンプ場配水地上面の整備内容の詳細について  

答 グラウンドゴルフやキャッチボール等のボール遊びができる自 

      由広場とその周りにウォーキングや小さな子どもたちが遊べる 

      憩いの広場を整備する。現在、令和２年春のオープンに向け今 

      年の秋頃から工事を着工できるよう作業を進めている。   

問 憩いの広場の中に自由広場があるという認識だが、その広場 

      ごとの区切りはどのようになっているのか。また、ほかの附帯 

      設備の詳細は。  

答 自由広場の周囲に安全対策として４メートルの高さのフェンス 

      の設置を考えている。また、附帯設備として、トイレ、あずまや、 

      ベンチ等の設置を予定している。   

問 松原は交通の通過点としてよく扱われるが、通過点には通過 

     点の魅力がある。そういった点も活かして観光客を呼び込むべ 

      きだと考えるが、本市の考えはどうか。  

答 本市を通過する途中で立ち寄っていただけるような取り組みを 

      松原市観光協会と連携し研究していきたい。   

問 松原市内を縦断する今井戸川の水害対策としての現状は。  

答 上田地区に毎秒最大約２トン、阿保地区に毎秒約５トン、ス 

      ポーツパーク南側で毎秒最大約６トンの雨水を取り込むことが 

      できる取り込み施設を設置。また、水路敷は、樹木や護岸の状 

      況をパトロールなどで確認し、計画的に適切な維持補修を行っ 

      ている。   

問 第５次総合計画でうたっているような環境配慮を掲げるのであ 

    れば、まず庁内での取り組みから推進すべき。  

答  職場環境においてプラスチックごみ削減に向けたマイボトルの 

          使用や市主催のイベントでのプラスチックごみの発生抑制等は 

          非常に有効な手段だと考えるので、そのような取り組みを推進していく。   

問  消費者の行動次第でごみを減らせる。市民にインパクトを与 

         え、行動を変える動機付けができるのは行政の発信しかない。  

         「ごみゼロ宣言」のようなわかりやすい発信をすべきではないか。  

答 マイバック・マイボトルの持参や過剰包装を断るなど身近な取 

   り組みにつなげていただけるような市民への啓発や情報発信 

   に努める。    

河内 徹 委員 中田 靖人 委員 

植松 栄次 委員 平野 良子 委員 

日  月  火  水  木  金  土  

 ９/９  

 本会議初日 

１０ １１ １２ １３ １４ 

１５ １６ 

 

１７ １８ 

本会議 個人質問 

１９ 

本会議 個人質問 

２０ 

本会議 個人質問 

２１ 

２２ ２３ ２４ 

福祉文教委員会 

２５ 

総務建設委員会 

２６ 

委員会予備日 

２７ 

決算特別委員会 

２８ 

２９ ３０ 

決算特別委員会 

１０/１ 

決算特別委員会 

２ 

決算特別委員会 

３ ４ 

本会議最終日 

５ 

令和元年第２回定例会審議日程（予定） 

市議会から国会や関係省庁に

対し意見書を提出しました！ 

〇「労働者協同組合法案」の早期制定を 

  求める意見書 

〇児童虐待防止対策のさらなる強化を    

  求める意見書 

本会議・委員会の様子は、市ホームページを経由してＹｏｕＴｕｂｅで視聴することが

できますので、是非ご覧ください。ホームページへはこちらのQRコードからアクセス

できます。 

もしくは、http://www.city.matsubara.lg.jp 

よりアクセスをお願いします。 

スマホでスキャンしてや！！ 

松原市議会 

※審議日程はあくまで予定ですので、変更になる場合が 

  あります。あらかじめご了承下さい。 


